
地域

地域 取締回数

道道釧路環状線

時間帯

12時から20時まで

8時から10時まで
16時から20時まで

市街地

令和8年5月
釧路警察署

路線 時間帯 規制速度

市街地
郊外部

規制速度

指定速度（50㎞/h）
法定速度（60km/ｈ）

指定速度（50㎞/h）

29

2

国道38号
市街地
郊外部

指定速度（50㎞/h）
法定速度（60㎞/h）

道道釧路環状線
8時から10時まで
16時から20時まで

市街地 指定速度（50㎞/h）

12時から20時まで

路線

国道38号

速 度 取 締 指 針

重点路線以外においても、各種取締りを実施しています。

釧路警察署の速度取締りの重点

釧路警察署管内の交通事故実態等

重点以外の路線や時間帯であっても、必要に応じて取締りを実施します。

令和７年１１月から令和８年４月までの速度違反取締りの取組状況
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国道38号

道道釧路環状線

・人身交通事故の発生状

況は、国道38号、道道釧

路環状線、国道44号の順

に多く発生しており、この

３路線は他の路線より多

く発生しています。

・交通死亡事故は、国道

240号で２件、国道391号

で１件、道道釧路環状線

●過去３年間の５月から１０月までの人身事故発生状況

●重点路線における時間帯毎の人身事故発生状況

・国道38号は16時から20

時までの発生が特に多く

なっています。

・道道釧路環状線は、8時

から10時、12時から14時、

18時から20時までの間の

発生が多くなっています。

その他の交通指導取締りの要点


